
 

３ 日常生活用具給付等事業 

 

（１）国例示品以外に市町村が追加している用具の事例 

 

 「対象例示品」として、国が示している例示品目のほか、市町村で追加している用具

品目及び対象拡大の内容を例示しています。 

 障がいのある方々の地域生活における様々なニーズに対応している事例ですので、地

域ニーズの掘り起こしや今後の対象品目の追加検討等の参考としてください。 

 

① 介護・訓練支援用具 

 

★ ポイント ★ 

 重症心身症児（者）など在宅で寝たきりの障がい者（児）を対象として、床ずれ

予防用具の追加や対象年齢の拡大を行っている事例です。 

 

② 自立生活支援用具 

 

★ ポイント ★ 

 視覚障がい者の生活を支援する電子機器や本道の積雪寒冷に配慮した防寒用靴

などの用具の追加、身体障がい者以外に知的障がい者や精神障がい者も利用できる

よう対象の拡大を行っている事例です。 

 

③ 在宅療養等支援用具 

 

★ ポイント ★ 

 医療的ケアが必要な重症心身症児（者）などを対象として、在宅生活において必

要としている測定器具（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ）などの追加や対象年齢の拡大を行っている

事例です。 

 重症心身症児（者）などの在宅生活の支援には、特別な用具を必要とする場合が

ありますので、「介護・訓練支援用具」との適切な組み合わせのほか、対象品目の

追加検討などが必要となります。 
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④ 情報・意思疎通支援用具 

 

★ ポイント ★ 

 視覚及び聴覚障がい者を対象として、コミュニケーション支援用具の追加や対象

拡大を行っている事例です。 

 情報・意思疎通支援用具の内、視覚障害者用ポータブルレコーダー（デイジー再

生機等）などは、視覚障がい者以外の発達障がいのある方にも有効な用具との評価

もありますので、新たな電子機器等の活用なども検討してください。 

 

⑤ 排泄管理支援用具 

 

★ ポイント ★ 

 国が示している例示品目のほか、特段、用具の追加や対象の拡大を行っている事

例はありませんでした。 

  なお、日常生活用具給付事業の安定した運営を図るためには、過去に国が定めた

価格や方法にとらわれることなく、例えばストーマ装具の購入価格につき複数事業

者による競争の上指定事業者を決定するなどの効率的な事業執行が求められてい

ます。 

 

⑥ 居宅生活動作補助用具（住宅改修） 

 

★ ポイント ★ 

 独自事業や介護保険制度との組み合わせによる改修、玄関前路面の舗装など障が

い者の状況に応じて柔軟に住宅改修に取り組んでいる事例です。 
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日常生活用具給付等事業　対象例示品

　平成２２年１２月に北海道が実施した「市町村における支給決定基準の実態調査及び地域生活支援事業

の事例集作成に係る実施状況等調査」における集計結果をもとに作成しています。

　市町村により、同一品目を異なる種目において給付（例：入浴補助用具を①介護・訓練支援用具ではな

く、②自立生活支援用具として給付）している状況がありますが、重複しないよう整理しています。

追
加
品

対
象
拡
大

訓練用ベッド（児のみ）

体位変換器
対象者：原則として学齢児童以上の者
　　　→原則として３歳以上の者

池田町

床ずれ（褥瘡）予防用具
対象者：下肢又は体幹機能障害
対象品：パッドやクッション
※特殊マットや体位変換器と区分して給付

標茶町

特殊マット

特殊尿器

体位変換器

移動用リフト

①
介
護
・
訓
練
支
援
用
具

国
例
示
品

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害
入浴担架

訓練イス（児のみ）

種  目 品　　目 対象要件・性能等 市町村名
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電子式歩行補助具

対象者：視覚障害２級以上の学齢児以上の者で、白杖
　　　　・盲導犬等と本用具を併用することにより移
　　　　動の困難が軽減されると認められるもの
性　能：超音波・レーザー光線等を利用し,物体まで
　　　　の距離を音や振動で表現する歩行補助具であ
　　　　り、視覚障害者の歩行補助として実用性があ
　　　　り容易に使用し得るもの
支給基準額：79,000円

旭川市

対
象
拡
大

頭部保護帽

留寿都村の例
対象者：頻繁に転倒する者
　　　→転倒等により頭部を強打するおそれのある者

江別市、函館市、
留寿都村、美唄
市、上砂川町、浦
臼町、大樹町、他

電磁調理器
対象者：視覚障害２級以上
　　　→自立生活に向けた訓練等のために必要とする者

旭川市

歩行補助杖（夜光材付等への
基準額加算）

対象者：平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有
　　　　し、原則として学齢児以上の者
支給基準額：（夜光材付）430円
            （全面夜光材付）1,260円
　　　　　　（白色又は黄色ラッカー塗装）273円

厚岸町

車椅子用スキー板、防寒用靴
（歩行支援用具に追加）

対象者：平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を
　　　　有するもので、家庭内の移動において介助を
　　　　必要とする障害者又は障害児。ただし障害児
　　　　については原則3歳以上の児童とする。

登別市

小樽市、北見市

アイスピック

釧路市の例
対象者：下肢または体幹機能に障害を有し歩行の際に
　　　　支持を必要とする者
支給基準額：2,500円

釧路市

聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害

物品識別装置（タッチ式ボイ
スレコーダー）

小樽市の例
対象者：視覚障害２級以上の障害者又は障害児（原則
として学齢児以上）
性　能：あらかじめ情報を登録したシールを読み取
　　　　り、対応する録音済みの音声を再生する機能
　　　　を有するもので、視覚障害者（児）が容易に
　　　　使用し得るもの
給付基準額：26,800円

北広島市の例
対象者：下肢又は体幹機能障害がある者であって、
　　　　下肢装具を装着し若しくは車いすを常用
　　　　しているもの
支給基準額：（冬用）15,000円、（夏用）8,000円

札幌市、北広島
市、小樽市、室蘭
市、伊達市、釧路
市

物品識別装置（音声ＩＣタグ
レコーダー）

対象者：視覚障害２級以上の１８歳以上の者で、視覚
　　　　障害２級以上の者のみの世帯及びこれに準ず
　　　　る世帯に属する者,若しくは自立生活に向け
　　　　た訓練等のため使用する必要があると認めら
　　　　れる者
性　能：記録媒体に読み取り機をかざすことであらか
　　　　じめ録音した音声を聞き取ることができるも
　　　　のであり、容易に使用し得るもの
支給基準額：59,800円

旭川市

火災報知機
障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

自動消化器

歩行時間延長信号機用小型送信機

便器

Ｔ字杖・棒状のつえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害歩行支援用具

頭部保護帽

②
自
立
生
活
支
援
用
具

国
例
示
品

入浴補助用具
下肢又は体幹機能障害

特殊便器 上肢機能障害

電磁調理器
視覚障害

追
加
品

保護ブーツ（下肢保温保護用
具）

種  目 品　　目 対象要件・性能等 市町村名
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盲人用血圧計
小清水町の例
視覚障害２級以上（盲人のみの世帯及びこれに準ずる
世帯）支給基準額：15,000円

小清水町、北見市、
標茶町

札幌市、奥尻町、新
冠町、浦河町、音更
町

食事支援ロボット

音更町の例
対象者：呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害のある
　　　　者であって、医療保険における在宅酸素療法
　　　　を行うもの若しくは人工呼吸器を装着するも
　　　　の又は同程度の身体障害者であって、主治医
　　　　の意見書により必要と認められるもの
支給基準額：157,500円

盲人用体重計

対象者：四肢機能の全廃又は両上肢機能の全廃で座位
　　　　保持困難な体幹機能障害１級であって、機器
　　　　の操作が理解できると認められる方
支給基準額：380,000円～429,100円

北斗市

視覚障害者

対
象
拡
大

ネブライザー（吸入器）
対象者：原則として学齢児以上の児童
　　　→学齢児未満の児童へ拡大

旭川市

電気式たん吸引器
対象者：原則として学齢児以上の児童
　　　→学齢児未満の児童へ拡大

旭川市

在宅酸素療法

呼吸器機能障害等

電気式たん吸引器 呼吸器機能障害等

対象要件・性能等 市町村名

腎臓機能障害等

種  目 品　　目

③
在
宅
療
養
等
支
援
用
具

国
例
示
品

透析液加温器

追
加
品

パルスオキシメーター（動脈
血中酸素飽和度測定器）

ネブライザー（吸入器）

酸素ボンベ運搬車

盲人用体温計（音声式）
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追
加
品

国
例
示
品

携帯用会話補助装置 音声言語機能障害

障害者用電話（購入）

貸与→購入
対象者：難聴者又は外出困難な身体障害者（原則２級
　　　　以上）であって、コミュニケーション、緊急
　　　　連絡等の手段として必要性があると認められ
　　　　る方及びファックス被貸与者
支給基準額：83,300円

ファックス（貸与）
隠見又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎
通困難

人工喉頭 喉頭摘出

聴覚障害者用通信装置

北見市

対
象
拡
大

点字ディスプレイ

対象者：視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者（原
　　　　則として視覚障害２級以上かつ聴覚障害２
　　　　級）又は視覚障害（原則１級）の身体障害者
　　　　であって必要と認められる者。
支給基準額：383,500円

苫小牧市

視覚障害者用ワードプロセッ
サー 視覚障害
点字図書

福祉電話（貸与） 聴覚障害又は外出困難

聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置

視覚障害者用ポータブルレ
コーダー

点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害

点字器

視覚障害

盲人用時計

視覚障害者用活字文書読上げ
装置

④
情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具

視覚障害者用拡大読書器

市町村名

情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害

点字タイプライター

対象要件・性能等

平成18年9月29日厚生労働省告示第529号（厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具）参考
添付資料において、視覚＆聴覚の重複障害のみならず視覚障害単独での対象が例示されています。

点字ディスプレイ

種  目 品　　目

音声拡張器・助聴器
対象者：聴覚障害を有し、原則として学齢児以上の者
支給基準額：38,200円

厚岸町

留意事項
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恵
庭
市

小
樽
市

由
仁
町

東
神
楽
町

留
萌
市

北
見
市

⑥
居
宅
生
活
動
作
補
助
（

住
宅
改
修
費
）

紙おむつ等（紙おむつ、サラ
シ、ガーゼ等衛生用品）

支給基準額
（上限額）

200,000円
＋市独自150,000円

対象者：体幹機能障害２級
玄関改修：手すり設置、段差解消のため踏み台設置
ポーチ改修：敷居の高さまで玄関前ポーチの高さを上げ、
その高さに合わせたスロープを作成。スロープには滑り止
めゴムチップタイルを貼り付けし、手すりを設置

200,000円

200,000円

200,000円

200,000円

200,000円

改修事例

ストーマ装具（ストーマ用
品、洗腸用具）

ストーマ造設高度の排便機能障害、脳原性運動機
能障害かつ意思表示困難高度の排尿機能障害

上下肢機能障害２級の身体障害者で、住宅改修の見積額が
350,000円。そのうち、200,000円（自己負担20,000円）が
補助分として、残りの150,000円（自己負担15,000円）が
市独自事業として給付決定。

〈対象者〉
筋緊張性ジストロフィーによる両上下肢機能の著しい障害
により、身体障害者手帳１級の交付を受けている障害者
〈改修内容〉
トイレ入り口の段差解消、トイレ入り口ドアノブをレバー
ハンドルへ変更、トイレ室内に手すり設置

脊椎小脳変性症のケース。当初はふらつきなどが見られ、
介護保険で手すりの設置や段差の解消を行ったが、徐々に
病状が進行し、車いす生活となった。居室の入口を拡張す
る必要があったが、既に介護保険の基準額に達していたた
め、障害者福祉サービスを利用した。

移動の円滑化等のための路面の材料の変更
（道路から玄関前までの通路（砂利）を車いすが通れる程
の幅を舗装した）

特殊便器を給付するにあたっての取替改修工事を行った。

種  目 品　　目

収尿器

対象要件・性能等 市町村名

⑤
排
泄
管
理
支

援
用
具

国
例
示
品
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（２）他制度における日常生活用具給付事業 

 

 

★ ポイント ★ 

 障がいのある方々への「日常生活用具給付事業」としては、地域生活支援事業に

よるもの以外に、介護保険制度による給付や難病患者等居宅生活支援事業による給

付のほか、労働者災害補償保険（労災保険）による給付があります。 

 労災保険受給者からの日常生活用具給付等の申請に際しては、自己負担の軽減化

を図る観点からも、労災保険からの支給が可能な場合がある旨を説明願います。 

 

 【参考資料】 

   「 労災保険受給者に係る日常生活用具給付等事業の取り扱いについて」 
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（３）日常生活用具給付事業のＱ＆Ａなど 

 

 

  

日常生活用具に関するＱ＆Ａ 

 

 【参考資料】 

   平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５２９号 

「障害者自立支援法第７７条第１項第２号の規定に基づく厚生労働大臣が 

定める日常生活上の便宜を図るための用具」 
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日常生活用具に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

Ｑ１ 地域生活支援事業実施要綱では、給付対象者が「重度障害者」となっているが、在宅以外の

施設入所者等も日常生活用具の給付対象としてよいか。  

 

Ａ おみ込みのとおり。 

ただし、施設入所者や入院中の者等については、本来、施設等で準備すべき備品もあることから、

必要性を調査の上、市町村においてご判断いただきたい。 

 

 

Ｑ２ 地域生活支援事業実施要綱では、給付対象者が「重度の身体障害者」となっているが、重度

の判断基準はあるのか。 

 

Ａ 便宜上１～２級としている場合が多いが、４級ストマ造設者も対象となることから、機械的に

１～２級とするのではなく、必要性を勘案の上、市町村においてそれぞれご判断いただきたい。 

 

 

Ｑ３ 国庫補助基準単価が示されなく、用具の価格を決める際には事業者の示す単価でよいか。 

 

Ａ 事業の効率的実施の観点からも、複数見積もり、競争入札、一括購入等の方法により、低価とな

るよう努めること。 
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○厚生労働省告示第５２９号 

障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第七十七条第一項第二号の規定に基

づき、障害者自立支援法第七十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日

常生活上の便宜を図るための用具を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

平成十八年九月二十九日 

厚生労働大臣 柳沢 伯夫 

 

障害者自立支援法第七十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活

上の便宜を図るための用具 

 

障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第七十七条第一項第二号の規定によ

る障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の日常生活上の便宜を図るための用具は、

第一号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、第二号に掲げる用具の用途及び

形状のいずれかに該当するものとする。 

 

一 用具の要件 

イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの 

ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進する

と認められるもの 

ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するも

ので、日常生活品として一般に普及していないもの 

 

二 用具の用途及び形状 

イ 介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援す

る用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用

できるものであって、実用性のあるもの 

ロ 自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の

入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用するこ

とができるものであって、実用性のあるもの 

ハ 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療

養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、

実用性のあるもの 

ニ 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝

達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるもの

であって、実用性のあるもの 

ホ 排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び

衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあ

るもの 

ヘ 居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設

置に小規模な住宅改修を伴うもの 
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